
はじめに 

川崎市子どもの権利委員会は、川崎市子どもの権利に関する条例第３８条に基づいて設置さ

れた委員会で、子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進するための検証

機関です。そして、この報告書は、第５期の川崎市子どもの権利委員会の活動の報告であり、

①今期の委員会の活動を自己評価し、第６期の委員会に引き継ぐための資料とすること、②子

どもの権利委員会による検証システムをより有効に機能させるための資料とすること、③行政、

市民・ＮＰＯが子どもの権利委員会活動への理解を深めるための資料とすることを目的として

作られています。 

第５期川崎市子どもの権利委員会は、市長から「子どもの成長に応じた育ちの支援」につい

ての検証という諮問を受けました。子どもの権利に関する実態・意識調査、行政による施策の

自己評価、それらをもとにした行政や子ども・市民・ＮＰＯとの対話を実施するなど、子ども

の現実を踏まえた施策の検証に努め、市長に答申しました。子どもが生まれる前の妊娠期から

おとなになっていく青年期までを視野に入れて、子どもの育ちに関する市の施策について検証

をし、たくさんの成果を確認するとともに、事業単位で見ているだけではみえてこないいくつ

かの課題について提言を行いました。 

 川崎市子どもの権利委員会による活動は、国内的にも国際的にも先駆的かつ貴重な取組み

であり、ユニセフのプロジェクト「子どものやさしいまち」にも合致する取組みです。そして、

日本の自治体さらには外国からも注目され、その影響を広げています。こうした子どもの権利

委員会が、子どもの権利条例に基づいて本来の役割を果たすためには、委員会、行政、子ども

をはじめとする市民・ＮＰＯとのパートナーシップが必要です。川崎を子どもの権利が尊重さ

れ、「子どもにやさしいまち」にしていくためにも、この報告書が活用され、行政やより多くの

市民の中に権利委員会の活動への関心が広がり理解が深まることを願っています。 
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